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議案質疑

◆
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
改
正

Ｑ　

総
合
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
の
利
用
時
間
に
つ
い
て
、閉

館
時
間
を
午
後
８
時
か
ら
午
後

６
時
に
変
更
し
た
根
拠
は
。　

Ａ　

近
隣
市
で
は
、同
様
の
乳

幼
児
と
保
護
者
が
利
用
す
る
施

設
の
閉
館
時
間
は
、遅
い
と
こ

ろ
で
午
後
４
時
30
分
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
運
営
実
績
を
検
証

し
、影
響
を
最
小
限
と
す
る
た

め
、現
状
に
お
い
て
は
利
用
時

間
を
午
後
６
時
ま
で
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

第
４
回
定
例
会
で
は
、指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
の
７
議
案
、消
防
団
条
例
の
一

部
改
正
、一
般
会
計
補
正
予
算
、市
道
路
線
の
認
定
及
び
廃
止
な
ど
、33
議
案
が
市
長
か

ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。議
長
を
除
く
21
人
の
議
員
で
採
決
し
た
結
果
、原
案
の
と
お
り
可

決
・
同
意
し
ま
し
た
。◆

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
改
正

Ｑ　

現
在
の
物
価
高
騰
状
況
が

続
く
中
で
税
率
改
定
を
実
施
す

る
そ
の
必
要
性
は
。

Ａ　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、

人
口
減
少
や
高
齢
化
の
進
行
に

伴
い
加
入
者
が
減
少
す
る
と
と

も
に
、医
療
技
術
の
高
度
化
に

よ
る
１
人
当
た
り
の
医
療
費
の

増
加
な
ど
に
よ
り
厳
し
い
財
政

状
況
が
続
い
て
い
る
。

　

今
後
も
歳
入
不
足
が
見
込
ま

れ
る
状
況
で
あ
り
、ま
た
、令
和

６
年
度
と
７
年
度
の
歳
入
不
足

の
解
消
と
県
が
目
指
す
統
一
項

目
へ
の
移
行
に
向
け
て
、被
保

険
者
の
急
激
な
負
担
増
と
な
ら

な
い
よ
う
段
階
的
に
改
定
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

Ｑ　

医
療
費
を
抑
制
す
る
た
め

の
対
応
と
し
て
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
検
討
し
て
い
る
の
か
。

Ａ　

狭
山
市
医
師
会
や
医
療
機

関
な
ど
と
連
携
し
、特
定
健
康

診
査
受
診
率
、特
定
保
健
指
導

の
実
施
率
の
向
上
の
ほ
か
、疾

病
予
防
、ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
の
使
用
促
進
な
ど
に
取
り
組

ん
で
い
く
。

◆
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一

　
部
改
正

Ｑ　

狭
山
市
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
の
相
談
員
の
現
状
は
。
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Ａ　

４
名
の
消
費
生
活
相
談
員

を
配
置
し
市
民
か
ら
の
相
談
に

対
応
す
る
体
制
で
あ
る
。現
在

１
名
が
欠
員
状
態
の
た
め
３
名

で
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

◆
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正

消
防
団
に
機
能
別
団
員
制
度
を

導
入
す
る
た
め
の
改
正

Ｑ　

基
本
団
員
と
機
能
別
団
員

の
違
い
は
。

Ａ　

基
本
団
員
は
、火
災
の
消

火
活
動
や
風
水
害
で
の
水
防
活

動
か
ら
、火
災
予
防
啓
発
活
動

に
至
る
ま
で
、昼
夜
を
問
わ
ず

あ
ら
ゆ
る
災
害
対
応
や
予
防
啓

発
活
動
に
従
事
す
る
消
防
団
員

で
あ
る
。機
能
別
団
員
は
、例
え

ば
大
規
模
災
害
時
の
み
消
防
団

活
動
の
後
方
支
援
を
行
う
、あ

る
い
は
避
難
所
の
運
営
サ
ポ
ー

ト
の
み
従
事
す
る
な
ど
、活
動

や
役
割
を
特
定
し
て
従
事
す
る

消
防
団
員
で
あ
る
。

Ｑ　

市
で
は
ど
の
よ
う
な
機
能

別
消
防
団
員
の
導
入
を
考
え
て

い
る
の
か
。

Ａ　

大
規
模
災
害
な
ど
が
発
生

多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に

多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に

公
の
施
設
を
管
理
す
る
指
定
管
理
者
の
議
案
を
可
決

公
の
施
設
を
管
理
す
る
指
定
管
理
者
の
議
案
を
可
決

し
た
際
に
、長
年
の
活
動
で
培

っ
た
経
験
を
生
か
し
て
消
防
団

活
動
を
支
援
で
き
る
消
防
団
員

Ｏ
Ｂ
や
、避
難
所
運
営
を
避
難

者
の
健
康
維
持
と
い
う
面
で
支

援
で
き
る
看
護
師
な
ど
、持
て

る
経
験
や
能
力
・
技
術
を
直
ち

に
発
揮
で
き
る
機
能
別
消
防
団

員
の
導
入
を
考
え
て
い
る
。

◆
市
民
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
の
指
定

Ｑ　

市
民
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー

の
利
用
状
況
は
。

Ａ　

令
和
４
年
度
は
約
６
万
１

千
人
で
、平
成
30
年
度
の
約

８
万
８
千
人
に
比
べ
約
２
万
７

千
人
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
が
、

コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、30
年
度
の

利
用
者
の
約
７
割
ま
で
回
復
し

て
き
て
い
る
。

総
合
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

休
業
日
及
び
利
用
時
間
の
変
更

に
伴
う
改
正

消
費
生
活
相
談
員
の
人
員
を
確

保
す
る
た
め
、相
談
員
の
要
件

に
係
る
規
定
を
改
正
す
る
も
の

国
民
健
康
保
険
の
安
定
し
た
財

政
運
営
を
図
る
た
め
、税
率
等

を
改
定
す
る
も
の

市民健康文化センター（サンパーク奥富）

主
な
議
案
審
議
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採決の結果

市長提出議案／人事人権擁護委員候補者の推薦（山田典子氏、入子福司氏）　条例の一部改正市民交流センタ
ー条例、消費生活センター条例、災害派遣手当等の支給に関する条例、消防団条例、非常勤消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例、一般職の職員の給与に関する条例　指定管理者の指定市民健康文化セン
ター、社会福祉会館、老人福祉センター　補正予算令和５年度介護保険（第２号）、令和５年度水道事業会計
（第２号）　その他市道路線（認定６件、廃止４件）

◆全員が賛成した議案

◆賛否が分かれた議案 ○…賛成、×…反対、討…討論者、議長は採決には参加しません

議
案
番
号

会派名
議員名

 議案名

健政会 公明党 日本共産党 創造 新政みらい 無所属

太
田
笹
本
酒
井
豊
泉
福
田
千
葉
町
田
三
浦
加
賀
谷
関
根
船
川
広
山
大
沢
橋
本
衣
川
金
子
菅
野
大
島
土
方
内
藤
丸
橋
田
中

72 狭山市いりそ次世代支援センター条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
長

○ ○ ○ ○ ×
討 × × ○ ○ 〇 ○ ○ × ×

75 狭山市国民健康保険税条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
討 × × ○ 〇 〇 ○ ○ × ×

81 狭山市立祇園保育所の指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
討 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

82 狭山市立狭山台児童館の指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
討 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

83
狭山市立広瀬児童館及び狭山市立
広瀬小学童保育室分室の指定管理
者の指定について

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

84 狭山市立入曽児童館の指定管理者の指定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

86 令和５年度狭山市一般会計補正予算（第６号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
討 × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

98 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

99 狭山市特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

101 令和５年度狭山市一般会計補正予算（第７号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

◆
市
立
祇
園
保
育
所
の
指
定
管

理
者
の
指
定

Ｑ　

現
指
定
管
理
者
が
今
回
の

指
定
管
理
者
の
公
募
に
参
加
し

な
か
っ
た
理
由
は
。

Ａ　

法
人
理
念
と
し
て
、少
人

数
単
位
の
保
育
を
目
指
し
て
お

り
、広
い
保
育
室
で
の
多
人
数

の
保
育
は
、法
人
の
目
指
す
保

育
と
乖
離
が
生
じ
て
い
た
。

　

そ
う
し
た
環
境
の
中
で
も
10

年
間
に
わ
た
り
、創
意
工
夫
の

下
、保
育
を
行
っ
て
い
た
が
、さ

ら
に
５
年
間
継
続
す
る
こ
と
は

困
難
と
判
断
し
公
募
に
不
参
加

と
な
っ
た
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

Ｑ　

万
博
国
際
交
流
プ
ロ
グ
ラ

ム（
モ
デ
ル
事
業
）の
具
体
的
な

内
容
と
補
助
事
業
と
し
て
採
択

さ
れ
た
経
緯
は
。

Ａ　

令
和
７
年
に
開
催
さ
れ
る

大
阪
・
関
西
万
博
を
契
機
に
、地

域
住
民
と
万
博
参
加
国
が
継
続

的
な
交
流
を
し
て
い
く
た
め
に

地
方
公
共
団
体
が
交
流
相
手
国

と
交
流
し
て
い
く
事
業
に
対
し

国
が
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

令
和
５
年
度
に
計
画
し
て
い

た
姉
妹
都
市
統と
ん
よ
ん營
市（
韓
国
）へ

の
訪
問
が
対
象
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、計
画
書
を
７
月
27
日
に

申
請
し
８
月
28
日
付
で
採
択
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

◆
市
立
入
曽
児
童
館
の
指
定
管

理
者
の
指
定

Ｑ　

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定

さ
れ
た
事
業
者
の
実
績
と
選
定

の
ポ
イ
ン
ト
は
。

Ａ　

近
隣
市
で
は
、所
沢
市
で

児
童
館
４
館
と
学
童
保
育
室
３

施
設
、入
間
市
で
児
童
セ
ン
タ

ー
と
学
童
保
育
室
５
室
を
運
営

し
て
い
る
。

　

提
案
に
お
い
て
は
、中
高
生

出
前
カ
フ
ェ
の
検
討
や
、中
高

生
が
市
内
企
業
と
交
流
で
き
る

場
の
設
定
な
ど
が
あ
っ
た
。


